
川崎市立学校教育職員希望降任制度実施要綱  

 
（趣旨）  
第１条 この要綱は、職員本人の意志を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任

用を行うことにより、職員の意欲の向上、能力の発揮及び組織の活性化を図

ることを目的とする。  
 
（降任の対象となる職員）  
第２条 降任の対象となる職員は、降任希望申出日において、市立学校に勤務

する校長、副校長、教頭及び総括教諭の職にある職員とする。 

 

（降任の希望） 

第３条 職員は、本人が現に適用されている給料表及び給料表に定める職務の

級より下位の級に分類されている職務の職へ降任を希望することができる。 

 

（降任の申出） 

第４条 職員がその職責を果たすことが困難であると判断し、自ら降任を希望

する場合は、その旨を申し出ることができる。  
２ 降任を希望する職員は、降任申出書（別記様式）により所属長を通じ、教

育委員会へ申し出るものとする。  
３ 教育委員会は、降任希望の申出について、その事由を確認する必要がある

と認めるときは、当該申出をした職員に対して、関係書類の提出を求めるこ

とができる。  
 
（降任の決定）  
第５条 降任及び降任する職は、原則として本人の希望を尊重し、教育委員会

が決定する。  
  
（降任の時期）  
第６条 降任の時期は、前条の規定に基づき降任の決定をした日の属する年度

の翌年度の４月１日とする。ただし、教育委員会が認める場合はこの限りで

ない。  
 
（給料の取扱い）  
第７条 第５条の規定により降任を決定した職員の給料は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定めるところにより決定する。  
（１）小学校、中学校及び特別支援学校の職員 学校職員の初任給、昇格、昇

給等に関する規則（昭和４５年神奈川県人事委員会規則第１６号）の定め



るところによる。  
（２）高等学校の職員 川崎市職員の級別の標準的職務の内容を定める規則（昭

和４６年川崎市人事委員会規則第１９号）及び川崎市職員の初任給、昇格、

昇給等に関する規則（昭和４６年川崎市人事委員会規則第２０号）の定め

るところによる。  
 
（再昇任）  
第８条 降任した職員の再度の昇任については、教育委員会が適当と認めた場

合には、再度、昇任させることができる。  
 
（委任）  
第９条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。  
 

附則  
この要綱は、平成１５年１月２８日から施行する。  

附則  
この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

附則  
（施行期日）  
１ この要綱は、平成２１年３月１日から施行する。  
（旧要綱の廃止）  
２ 川崎市立学校管理職員希望降任制度実施要綱は、廃止する。  
 附則  
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式（第４条関係）  

降 任 申 出 書 
年  月  日  

 
川崎市教育委員会 様  

 
              所 属    川崎市立           
 
              職 名                   
 
              氏 名               印   
 
 
私は、川崎市立学校教育職員希望降任制度実施要綱に基づき降任を希望します。  
（希望する職）  

（希望する理由）  

 


